
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年２月３日                NO,５９５ 

 

根利の千部供養塔 

 根利には、大原からと沼田、 

片品から道が通じ、赤城山と袈 

裟丸山の谷あいを通り、大間々、 

桐生、日光へとつながっていた 

ことから、根利を通る道は「日 

光裏往還」「根利道」とよばれていました。 

 この道は、木材、繭などを出荷する「経済道路」であり、

日光や古峯ヶ原への参拝の道としても使われ、根利は物資の

荷継地、宿泊地として交通の要衝としてにぎわい、旅籠、茶

屋などがありその面影を今も垣間見ることができます。 

 明治維新の先駆者である高山彦九郎が、天明５年（１７８

５）に大原の金子重右衛門を訪ねた時、根利を通りそのころ

根利には約１００軒の家があったといわれています。 

 林業機械化センターに向かう途中の墓地には、文政５年

（１８２２）に建てられた千部供養塔

があり、文字は利根の三大書家の一人

といわれている、萩原賢和の書です。 

           萩原賢和の書いた庚申塔などは市

内にもありますが、根利の千部供養塔

の裏面には、「藤賢和」と名が彫られ

ており、市内ではこの名が使われたも

のは珍しいといわれています。 

 
こ
ん
に
ち
は
。
安
倍
首
相
が
お
こ
な
っ
た
施
政
方
針
演
説
で
は
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
の
不
正
・
偽
装

問
題
に
つ
い
て
は
「
お
わ
び
」
や
検
証
で
片
付
け
た
の
に
、
改
憲
に
つ
い
て
だ
け
は
「
憲
法
審
査
会
の
場

に
お
い
て
、
議
論
が
深
め
ら
れ
る
の
を
期
待
」
と
、
前
の
め
り
の
姿
勢
を
示
し
ま
し
た
。 

 

勤
労
統
計
の
偽
装
は
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
が
『
お
手
盛
り
』
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
「
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
の
「
成
果
」
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
が
、
根
底
か
ら
疑
わ
れ
る
大
問
題
で
す
。 

 

「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
今
な
お
、
進
化
」」
と
い
い
ま
す
が
、
偽
装
が
発
覚
し
て
再
集
計
し
た
勤
労
統
計

の
修
正
値
で
は
、
昨
年
１
月
～
１１
月
の
現
金
給
与
総
額
は
前
年
比
に
比
べ
伸
び
は
ゼ
ロ
で
、
２
０
１
４

年
の
消
費
税
増
税
後
、
消
費
支
出
は
年
間
２５
万
円
も
落
ち
込
ん
で
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

安
倍
首
相
は
、
演
説
の
中
で
、
「
平
成
の
、
そ
の
先
の
時
代
に
向
か
っ
て
」
と
い
う

言
葉
を
７
回
繰
り
返
し
ま
し
た
が
、
「
そ
の
先
の
時
代
」
と
は
、
改
憲
に
固
執
す
る
安

倍
首
相
が
「
戦
争
す
る
国
づ
く
り
」
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。 

 昨年１１月の臨時市議会で、テラス沼田の工事変更が

提案され、２億９，４０９万円を追加する補正予算が賛

成多数で可決された 

ばかりですが、２月 

に臨時市議会を開き、 

工事の変更が提案さ 

れる予定です。 

 外周工事などの変 

更が提案される予定 

といわれています。 

 沼田市議会の議会運営委員会では、議会活動の在り方や情報の提供、議

会活動の活性化などをどのようにすすめるかについて協議してきました

が、１月２９日開かれた議会運営委員会では議会改革の委員会を設置し、

具体的取り組みをすすめることが決まりました。 

 委員会の構成メンバー、名称、検討課題など 

を２月８日に開かれる予定の議会運営会で決め 

ることになりました。 

 議会改革の委員会は、改選後も設置し、協議 

検討をすすめ、議会活動の充実・活性化をすす 

める予定です。 

 テラス沼田の７階に設置されるトレーニングプラザ（写真は工事中のト

レーニングプラザ）の指定管理者に、「ミズノグループ」が選定され、３            

月定例市議会に提案される予定で、  

指定管理は７年契約です。 

 市がおこなう高齢者向け介護予防

事業、健康増進事業、勤労青少年を

対象とした軽運動講座は無料で利用

できます。 

 ミズノがおこなう事業や利用料

は、個人が負担することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

        


